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１ ガイドライン策定の背景と目的 

  平成26年６月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法

律」（以下「改正品確法」という。）では、「建設工事の担い手の育成と確保」を目的として、

発注者の責務に「適切に施行条件を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切

に設計図書の変更及びこれに伴う請負代金の額又は工期の変更」が明記された。 

  本ガイドラインは、改正品確法の趣旨を踏まえ発注者としての責務を果たすため、札幌市

建設工事請負契約約款（４資料(１)、以下「契約約款」という。）に規定する設計変更及び工

事の一時中止に係る手続きやルールを明らかにし、受注者・発注者間の共通指針とすること

により、設計変更等を適切に行うことを目的とする。 

  なお、本ガイドラインは、設計変更等における一般的な考え方を示すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設計変更 

 

【改正品確法】（抜粋）（基本理念） 

第３条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤とな

る社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公共

団体並びに公共工事等（公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。以下同じ。）の発注者

及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなけ

ればならない。 

第７条 １号～６号省略 

７ 設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。）に適切に施工条件

又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場

の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件につい

て予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認め

られるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変

更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費

の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。 

【発注関係事務の運用に関する指針】（抜粋） 

 「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」（令和7年2月3日改正） 

Ⅱ 発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項 

１－１ 工事発注準備段階 

 （現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

   工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を

踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設

計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 

１－３ 工事施工段階 

 （施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

   施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現

場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期する

ことのできない特別な状態が生じた場合、工事の施工を一時中止させた場合、その他

受注者の責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図

書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切に行う。 
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２ 設計変更 

２－１ 用語の定義 

 ■「設計変更」とは、契約約款第18条又は第19条の規定により図面等の設計図書を変更する場

合、契約手続き前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。 

 ■「契約変更」とは、契約約款第24条又は第25条の規定により協議し、工期の変更又は請負代

金額の変更の契約を締結することをいう。 

 ■「軽易な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 

  ・構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの 

  ・新工種に係るもの 

  ・設計変更が予定されるもので、その変更見込金額又はこれまでの変更見込金額の合計額  

   が直近請負代金額の20％を超えるもの、又は3,000万円以上のもの 

 ■「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。（電磁的記録を含む。） 

 ■「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事施工上必要な事項を書面によって示すことをい

う。 

 ■「協議」とは、協議事項について監督員と受注者とが結論を得るために合議し、その結果を

書面に残すことをいう。 

 

２－２ 設計変更の基本事項 

 （１）基本原則 

    設計変更は、工事の実施にあたり、契約の目的（工事内容の同一性）を変更しない限度 

において設計仕様等の一部を変更することをいい、特に必要な場合又はやむを得ない場 

合のほか、これを行うことはできない。（札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第42条、 

札幌市工事施行規程（平成４年訓令第４号）では第21条～第23条） 

 従って、次のような場合は、上記の設計変更の範囲を越えるものであって、設計変更に 

より対応することはできない。 

ア 当初契約した施工場所以外の場所での施工を追加する 

イ 当初の工事目的と関係のない工種を追加する 

 

 （２）設計変更に伴う契約変更の範囲 

   ア 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。 

   イ 一式工事については、受注者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施 

工条件を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除き、原則 

として契約変更の対象としない。 
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２－３ 設計変更に関する留意事項 

 （１）発注者の留意事項 

   ア 工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工条件等を明示する。 

（明示項目及び明示事項は４資料(２)） 

イ 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等は書面で行う。 

（契約約款第１条第５項） 

ウ 受注者から設計変更の確認の請求があった場合は、受注者の立会いのうえ、直ちに調 

 査を行う。また、調査の結果は、調査の終了後14日以内に受注者に通知する。 

（契約約款第18条第２項、第３項） 

   エ 当該工事における設計変更の必要性を明確にする。（規格の妥当性、変更対応の妥当 

性を明確にする。） 

   オ 設計変更を行うために、契約変更に先立ち指示、協議等を行う際は、書面に概算金額 

を記載する。 

カ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものと 

する。ただし、軽易な設計変更に伴うものは、工期の末（債務負担行為に基づく工事に 

あっては、各会計年度の末及び工期の末）に行うことをもって足りるとする。 

   キ 軽易な設計変更については、協議簿により設計変更内容、概算金額及び延長必要日 

数等を明示したうえで、受注者と協議を行い了解を得る。 

   ク 一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事 

の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更について検討する。 

    注）概算金額は「参考値」であり、契約変更金額を拘束するものではない。 

 

 （２）受注者の留意事項 

   ア 工事の着手にあたって設計図書の照査を行い、契約約款第18条第１項に該当する 

事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に通知し  

確認を求める。 

   イ 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督職員との協議を行う。発注者は、協

議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、回答までの期間をやむを

得ず延長せざるを得ないケースがあるため、受注者はその協議すべき事実が判明次第

できるだけ早い段階で協議を行う。 

   ウ 受注者は工事施工協議簿等の書面による回答を得てから施工する。 
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２－４ 設計変更が不可能なケース 

   次の場合においては、原則として設計変更はできない。ただし、契約約款第27条（臨機の

措置）に該当する場合はこの限りではない。 

 

  ア 設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない又は発注者からの

「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合 

  イ 発注者と「協議」しているが、協議の回答前に施工を実施した場合 

  ウ 「承諾」で施工した場合（ここでいう承諾とは、受注者が自らの都合による施工方法等

について、監督員に同意を得るものである。） 

  エ 契約約款18条～25条（21条を除く）、札幌市土木工事共通仕様書（１-１-１-17～19）、

公共建築工事標準仕様書（１.１.８～１.１.10）に定められている所定の手続きを経てい

ない場合 

  オ 正式な書面によらない事項（口頭のみの指示・協議等）で施工を実施した場合 

 

 

２－５ 設計変更が可能なケース 

  契約約款において、設計変更の対象事項は次のとおり規定している。（設計変更の具体例は

２－９に示す。） 

 

設計変更の対象事項 

設計変更の対象事項 契約約款 

(１) 設計図書が互いに一致しない（手続き２-10(１)） 第18条第１項第１号 

(２) 設計図書に誤謬又は脱漏がある（手続き２-10(１)） 第18条第１項第２号 

(３) 設計図書の表示が明確でない（手続き２-10(１)） 第18条第１項第３号 

(４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書

に示された自然的又は人為的な施工条件と工事現場が一致しない 

（手続き２-10(１)） 

第18条第１項第４号 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することがで 

きない特別な状態が生じた（手続き２-10(１)） 
第18条第１項第５号 

(６) 発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する 

（手続き２-10(２)） 
第19条 

(７) 受注者の責によらない事由による工事の施工の一時中止 

（手続き２-10(３)） 
第20条 

(８) 受注者の請求による工期の延長（手続き２-10(４)） 第22条 

(９) 発注者の請求による工期の短縮（手続き２-10(５)） 第23条 

(10) 発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲をこえる作業

を指示した場合（手続き２-10(６)） 
第18条 

  この他に支給材料及び貸与品（契約約款第15条）でも設計変更する場合があることを規定 

している。 
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２－６ 仮設・施工方法等の指定・任意の考え方 

 （１）施工方法等の指定・任意の基本的な考え方（契約約款第１条第３項） 

    仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法

等」という。）については、受注者がその技術力等を発揮するところであり、施工主体で

ある受注者の責任による自主的な選択が原則となる。 

    一方、受注者の自主的な選択を制限する必要がある場合は、設計図書等に特別の定め

を明示し、「施工方法等」を指定することができる。 

 

 （２）指定・任意の設計変更における留意点 

    任意の施工方法等は、受注者がその責任において定めるものであるため、原則として

設計変更の対象とはしない。ただし、設計図書に明示された「施工方法等」を選択するた

めに必要な条件について変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。 

    指定の施工方法等については、受注者の裁量の余地が認められていないため、現場で

施工する構造、規格、寸法、工法等の全てが設計変更の対象となる。 

 

    指定・任意の考え方 

 指 定 任 意 

設計図書における明示 
施工方法等について具体的

に明示 

施工方法等について明示し

ない※１ 

施工方法等の変更 
変更するには発注者の指示

が必要 

変更に当たって発注者の指

示は必要ない 

施工方法等の変更がある場

合の設計変更 
設計変更の対象 設計変更の対象とならない 

設計図書に示された施工条

件の変更に伴う設計変更 
設計変更の対象 設計変更の対象 

   ※１ 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した施工方法等を「参考図」として 

       示すことがある。参考図で示した内容は「任意」であり、実際の施工において受注者 

      を拘束するものではない。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定・任意の運用として不適切な対応事例 

 ○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応 

 標準歩掛ではバックホウ施工となっているので、「クラムシェルの施工は不可」

との対応 

 新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施

工」するよう対応 
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２－７ 設計図書の照査 

 （１）設計図書の照査とは 

    「設計図書の照査」とは、受注者が発注者から受領した設計図書の内容に沿って工事

を実施した場合に、そのままでは工事の目的を達成できないような不備、問題点が無い

かを確認することで、札幌市土木工事共通仕様書では、設計図書の照査について次のよ

うに規定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）設計図書の照査の範囲を超えるもの 

    設計図書の照査によって、発注者が受注者に対して図面の再作成、構造計算の再計

算、追加調査等を指示する場合は、照査の範囲を超えるものとして設計変更の対象とす

る。（照査の範囲を超えるものの例は２－９） 

 

 

２－８ 設計図書の訂正又は変更 

   設計図書の訂正又は変更は発注者が行う。（契約約款第 18条第４項） 

  

１－１－１－３ 設計図書の照査等 

３．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第18条第１

項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、

工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければ

ならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図書との対比図、取り合

い図、施工図等を含むものとする。 

  また、受注者は工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場

合は、これに従わなければならない。 
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２－９ 設計変更の具体例 

（１）設計図書が互いに一致しない 

 別途工事との設計図書間で内容が一致しない 

 

（２）設計図書に誤謬又は脱漏がある 

 条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない 

 条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない 

 条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導警備員に関する一切の条件明示   

がない 

 工事施工上必要な材料名について図面ごとに一致しない 

 建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない（設計図書で

「足場は建築工事」と記載されているが、実際には建築工事に含まれていなかった等） 

 

（３）設計図書の表示が明確でない 

 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合 

 水替工実施の記載はあるが、運転条件（作業時排水・常時排水）について不明確な場合 

 仮橋の参考図は明示されているが、荷重条件や制約条件等の設計条件の明示がない場  

合 

 図面の記載内容が読み取れない場合 

 

（４）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は

人為的な施工条件と工事現場が一致しない 

 設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合 

 設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合 

 設計図書に明示された交通誘導警備員の配置条件が現地条件と一致しない場合 

 設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した 

場合 

 施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必   

要となった場合 

 設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異  

なる事実が判明した場合 

 

（５）設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生 

じた 

 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった 

 施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった 

 工事範囲の一部に軟弱な地盤が見つかり、地盤改良が必要となった 
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（６）発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する 

 関係機関等との調整の結果、施工内容等を変更する 

 同時に施工する必要がある工種が判明し追加する 

 特定行政庁、消防署、電力、水道、ガス等の事業者などとの協議により、施工内容の変  

更、工事を追加する場合 

 使用材料を変更する 

 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する 

 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設（共通仮設費に含まれるものは除く）が   

必要と判断し追加する 

 当初設計で指定していた建設副産物の処分先の受入条件が変更となり、処分先を変更 

する 

 施設の維持管理又は利用方法が具体化したことにより、変更する必要があると認める 

場合 

 

（７）受注者の責によらない事由による工事の施工の一時中止 

 発注者の義務である工事用地等の確保が行われていない 

 設計図書に工事着工の時期が定められていた場合で、その期日までに受注者の責めに  

よらず着工できない場合（警察、河川、鉄道等の管理者との協議が未了のため、施工で 

きない等） 

 受注者の責めによらない何らかのトラブル（地元調整等）が生じた場合 

 設計変更等により計画通知手続きが必要になり、工事の施工を止める必要が生じた 

 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事の契約が成立 

せず、他の契約済みの工事の施工ができない場合 

 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事で大幅な施工 

の遅延を生じ、他の契約済みの工事の施工ができない場合 

 設計時に行った関係機関との基本協議に基づく施工方法が、着手後に行った詳細協議 

で変更された場合 

 地中障害物の発見等、予見できない事態が発生した場合 

 埋蔵文化財の調査又は発掘を行う場合 

 天災等により地形等に物理的な変動があった場合 

 妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合 

 

（８）受注者の請求による工期の延長 

 例年より天候不良の日が多く工程に遅延を生じた 

 施設側（発注者側）の都合により工事の時間帯を制限する必要が生じた場合 

 関連工事等の影響により、工期延長が必要となった 

 

（９）発注者の請求による工期の短縮 

 関連工事等の影響により、短縮が必要となった 

 工事の一時中止に伴い工期延長が予想されるが、通常必要とされる工期に満たない工 

期への短縮が必要となった 
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（10）発注者が「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合 

 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴  

う横断図の再作成が必要となるもの。 

 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。た 

だし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。 

 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画 

の見直しが必要となるもの。 

 構造物の位置や計画高さ、延長が必要となり構造計算の再計算が必要となるもの。 

 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。 

 現地測量の結果、構造物のタイプの変更となるが標準設計で修正可能なもの。 

 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成 

が必要となるもの。 

 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成 

 土止め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作 

成 

 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計 

 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査 

 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出 
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２－１０ 設計変更の手続き 

 

（１）契約約款第18条第1項第1号から第5号に該当する場合の手続き 

（本ガイドライン２－５(１)～(５)） 
 

  

 

  

受注者 発注者 契約約款第18条第１号～５号に該当する事実を発見 

【第18条第１項】 

通知し確認を請求 

【第18条第２項】 

受注者：立会 発注者：直ちに調査を実施 

意見 受注者の意見を聴いて調査結果を取りまとめ 

14日以内（受注者の意見を聴いた上で期間 

延長可）にその結果を受注者に通知（とる 

べき措置がある場合、当該指示含む） 

 

 

受理 

【第18条第３項】 

【第18条第４項】 

必要があると認められるときは、設計図書 

の訂正又は変更を行う 

 

 

【第18条第５項】 

必要があると認められるときは、工期若し

くは請負代金の変更を行う 

 

 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

変更内容・根拠の明確化 

変更設計図書の作成 

 

 

契約変更 
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（２）発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合（契約約款第19条）の手続き 

（本ガイドライン２－５(６)） 
 

  

 

（３）受注者の責によらない事由により工事を一時中止する場合（契約約款第20条）の手続き 

（本ガイドライン２－５(７)）※詳細は３ 工事の一時中止参照 
 

  

 

受注者 発注者 

【第19条】 

設計変更の必要があると判断 

【第19条】 

受注者に変更内容を通知 

発注者が設計図書を変更 

 

 

受理 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

契約変更 

受注者 発注者 
【第20条第１項】 

受注者の責めに帰すことができないものにより、受注者 

が工事を施工できない事態が発生 

【第20条第１項、第２項】 

発注者は、工事の一時中止を受注者 

に通知し、工事の全部又は一部の施工

を中止させなければならない 

 

 

通知された内容の工事を一時中止 

中止期間中の維持・管理に関する

基本計画書作成（札幌市土木工事

共通仕様書１-１-１-17第３項） 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

契約変更 

【第20条第３項】 

必要があると認められるときは、工期

又は請負代金の変更を行う 
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（４）受注者の請求により工期を延長する場合（契約約款第22条）の手続き 

（本ガイドライン２－５(８)） 
 

  

 

 

 

（５）発注者の請求により工期を短縮する場合（契約約款第23条）の手続き 

（本ガイドライン２－５(９)） 
 

  

受注者 発注者 
【第22条第１項】 

受注者の責めに帰すことができない事由により、工期内 

に工事を完成できない事態が発生 

【第22条第１項】 

理由を明示した書面により工期延

長を請求 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

契約変更 

【第22条第２項】 

必要があると認められるときは、工期

を延長し及び請負代金の変更を行う 

 

受注者 発注者 

【第23条第１項、第２項】 

特別の理由により工期を短縮すべき事態が発生 

発注者の請求に基づき、工期短縮

を図るための施工計画書を作成 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

契約変更 

【第23条第１項、第２項】 

工期の短縮を書面により受注者に請求 

施工計画書を承諾 
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（６）設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続き（本ガイドライン２－５(10)） 
 

  

 

 

  

受注者 発注者 契約約款第18条第１号～５号に該当する事実を発見 

【第18条第１項】 

通知し確認を請求 

【第18条第２項】 

受注者：立会 発注者：直ちに調査を実施 

発注者の指示に基

づき資料を作成 

意見 

受注者の意見を聴く際に、受注者が行

うべき設計図書の照査の範囲を超える

資料の提出を指示、調査結果をとりま

とめ 

14日以内（受注者の意見を聴いた上で期

間延長可）にその結果を受注者に通知

（とるべき措置がある場合、当該指示含む） 

 

 

受理 

【第18条第４項】 

必要があると認められるときは、設計図

書の訂正又は変更を行う 

【第18条第５項】 

必要があると認められるときは、工期若

しくは請負代金（資料の作成に係る費用

も対象）の変更を行う 

 

 

協 議  ①工期の変更（第24条）②請負代金額の変更（第25条） 

変更内容・根拠の明確化 

変更設計図書の作成 

 

 

契約変更 

【第18条第３項】 
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３ 工事の一時中止 

 参考；「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法」の改定について 

   （令和３年２月22日 国官技第286号の３） 

 

３－１ 発注者の工事中止指示義務 

（１）工事を中止すべき場合 

   契約約款第20条第１項の規定により、受注者の責に帰すことのできない事由により工事

を施工できないと認められる場合、発注者は、工事の全部又は一部の中止を命じなければ

ならない。 

   同項では、受注者の責に帰することのできない事由は、次のように規定されている。（具

体的事例は、２－９(７)参照） 

 

 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき 

 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又

は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に

損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認

められるとき 

※「工事を施工できないと認められる場合」とは、客観的に認められる場合を意味し、発 

注者又は受注者の主観的判断によって決まるものではない。 

 

   上記の２つの規定以外にも、発注者が必要と認めるときは、工事の全部又は一部の施工  

  を一時中止させることができる。（契約約款第20条第２項） 

 

（２）工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取扱い 

 工事を全面的に中止している期間は、専任を要しない期間である。 

 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期

延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。（監理技術者制度運用マニュ

アル） 

 ※大幅な工期延期とは、「延長期間が当初工期の10分の５（工期の10分の５が６月を 

  超えるときは６月）を超える場合」を目安とする。 
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発注者（工事担当課） 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者 
 

 

３－２ 工事の一時中止に係る基本的な流れ 
 

発注者と受注者が協議 

契 約 変 更 

工 事 完 成 

変更は不要 

一時中止の必要有り 

工事の一時中止を検討 

工事施工不可 

要因の発見 

工事施工不可 

要因の発見 

中止内容、工事範囲、 

中止期間の見通し、維

持管理体制等を指示 

一時中止の通知 

（様式２） 

再開の通知 

（様式５） 

工事の発注 

工事の一時中止 

基本計画書の 

提出（様式３） 

工期短縮の検討 

工事請負代金・ 

工期変更の請求 

（様式６） 

工期短縮計画書 

の提出 

（工期短縮を行う）

 

工事の再開 

 
請書の提出  受理 

変更が 

必要 

積 算 

工事請負代金・ 

工期変更の検討 

工事請負代金・ 

工期の変更 

工期短縮の要請、協議 

工期短縮の可否の回答 

一時中止の依頼（様式１）

 

基本計画書の承諾 

工期短縮の必要性の判断 

工期短縮計画書の承諾 

再開の依頼（様式４） 

 
措置必要事項報告書 

 

措置必要事項報告書 

発注者(契約管理課) 
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３－３ 中止の指示・通知 

（１）中止の指示・通知 

   発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期 

間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。（契約約款第20条） 

 また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示 

することとする。 

 

（２）発注者の中止権 

 発注者は、「必要があると認める」ときは、任意に工事を中止することができる。 

※「必要があると認める」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者 

の判断となる。 

 発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。 

 受注者は、受注者の責めに帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、

工事の中止について発注者と協議することができる。 

 

（３）工事の中止期間 

   工事の中止期間は、発注者が工事の一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了 

し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。 

 

※ 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなる。通常、中止の通知 

 時点では中止期間が確定的でないことが多いため、発注者は、工事中止の原因となってい 

る事案の解決にどのくらいの時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知す 

る必要がある。 

 

３－４基本計画書の作成 

   工事期間中における工事現場の管理は受注者が行うことになっており、発注者は工事を 

中止する場合において、受注者に工事現場の管理に関する基本計画書の作成・提出を指示 

し、発注者の承諾を得るものとする。 

 一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注 

者は変更計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画書の記載内容 

①中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具 

等の確認に関すること 

②中止に伴う受注者側の工事現場の体制の縮小と再開に関すること 

③工事現場の維持・管理に関すること 

④中止した工事現場の管理責任に関すること 
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【関連規定等】 

 ●土木工事の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●建築・設備工事の場合 

   工事一時中止期間中の工事現場の管理に係る内容を「現場説明書」又は「特記仕様書」に 

明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【札幌市土木工事共通仕様書】 

１－１－１－17 工事の一時中止 

１．発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対

してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工に

ついて一時中止を命じることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断

については、契約書第27条により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当 

又は不可能となった場合 

(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合 

(4) 第三者、受注者、使用人及び工事監督員の安全のため必要があると認めた場合 

２．発注者は、受注者が契約図書に違反し又は工事監督員の指示に従わない場合等、工事監督

員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工に

ついて一時中止を命ずることができる。 

３．前１項及び前２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維

持管理に関する基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。ま

た、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 

一般共通事項〔項目〕・工事の一時中止 

工事の一時中止に係る計画の作成 

(1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における

工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受

けるものとする。 

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材 

料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関す

ること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 

(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 
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３－５ 工期短縮計画書 

  ① 発注者は中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注

者と工期の短縮について協議し合意を得る。 

  ② 受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期

短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。工期短縮計画書の記載内容は、原則として

次のとおりとする。 

    ・工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること 

    ・工期短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること 

    ・工期短縮に伴い新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした

増加費用を記載 

  ③ 協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について受発注者間で確認し、双方の

認識の相違が生じないようにする。 

 

３－６ 請負代金額又は工期の変更、増加費用の負担 

   発注者は、工事の施工を中止させた場合において、「必要があると認められるとき」は、

請負代金額又は工期を変更し、一時中止に伴う増加費用を負担しなければならない。（契約

約款第20条３項） 

   中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な

場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 

 

（１）請負代金額の変更 

   発注者は、工事の施工を中止させた場合に、請負代金額の変更では填補し得ない受注者

の増加費用、損害を負担しなければならない。 

 ① 増加費用 

    ・工事用地等を確保しなかった場合 

   ・暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの 

  ② 損害の負担 

    ・発注者に過失がある場合に生じたもの 

    ・事情変更により生じたもの 

   ※以下、①及び②を一括して「増加費用」という。 

 

（２）工期の変更 

   工期の変更期間は、原則として工事を中止した期間とするが、地震、災害等による場合

は、後片付け期間や復興時間に長期を要するものもあるため、これらの期間を含めて工期延

期をすることも可能である。 

 

３－７ 増加費用の考え方 

 

（１）本工事施工中に中止した場合（本工事とは、工事目的物及び仮設に係る工事） 

 

 

施工計画作成期間 準備工期間 本工事施工期間 後片付け期間 

 

 

施工計画作成期間 準備工期間 本工事施工期間 中止期間 本工事施工期間 後片付け期間 

 

  

当初契約工期 

変更契約工期 

契約締結 

契約締結 
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    ① 増加費用は、発注者が工事の一時中止（一部一時中止により工期延長となった場合を

含む）を指示し、それに伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。 

  ② 増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要

する費用、工事の再開準備に要する費用、中止により工期延期等となる場合の費用、工期

短縮を行った場合の費用とする。 

   ア 工事現場の維持に要する費用 

    ・中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又

は技術職員を保持するために必要とされる費用等 

   イ 工事体制の縮小に要する費用 

    ・中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小する

ため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等 

   ウ 工事の再開準備に要する費用 

・工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械 

器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等 

   エ 中止により工期延期となる場合の費用 

・工期延期となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費       

 用、仮設諸機材の損料等に要する費用 

   オ 工期短縮を行った場合の費用 

    ・工期の短縮の要因が発注者に起因するもの※１、自然条件（災害等含む）に起因する 

もの※２とし、工期短縮の要因が受注者に起因する※３場合は、増加費用は見込まな 

い。 

     ※１ 工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合等 

     ※２ 想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数を見込めず工期延期が必要である 

が、何らかの事情により工期延期ができない場合、自然災害により一時作業ができ 

なくなったが、工期延期をせず、当初工期のまま施工する場合等 

     ※３ 工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合等 

  

（２）契約後準備工着手前に中止した場合 

 

 

施工計画作成期間 準備工期間 本工事施工期間 後片付け期間 

 

 

施工計画作成期間 中止期間 準備工期間 本工事施工期間 後片付け期間 

   ア 契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が 

未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう 

   イ 発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判 

断した場合は、工事の中止を受注者に通知する。 

   ウ 一時中止に伴う増加費用は計上しない。 

 

（３）準備工期間に中止した場合 

 

 

施工計画作成期間 準備工期間 本工事施工期間 後片付け期間 

 

 

施工計画作成期間 準備工期間 中止期間 準備工期間 本工事施工期間 後片付け期間 

当初契約工期 

変更契約工期 

契約締結 

契約締結 

当初契約工期 

変更契約工期 

契約締結 

契約締結 
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ア 準備工期間とは、契約締結後で現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工 

前の準備期間をいう。 

   イ 発注者は、上記期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事 

の中止を受注者に通知する。 

   ウ 増加費用は、安全費、営繕費及び現場管理費等が想定されるので、受注者が「基本計

画書」に基づき実施した結果、必要とされる工事現場の維持等の費用の「明細書」に基

づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して決定する。 

 

増加費用算出の適用範囲 

  対象工事 

一時中止 

発生時期 

建築・設備工事※１ 
土木工事※２ 

（中止期間３ヶ月以内） 
土木工事※２ 

（中止期間３ヶ月を超える） 

準備工着手前 増加費用は計上しない 

準備工期間 
積上げ積算 

（見積書等により受発注者間協議） 

本工事施工中 
積上げ積算 

（見積書等により受発注者間協議） 

標準積算 

（率計算）＋積上げ 

  ※１ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事等、公共建築工事積算基      

準を準用する工事 

  ※２ 道路、河川、下水道工事等、札幌市土木工事積算要領を適用する工事 

 

 

（４）増加費用の構成 

（４）－１ 土木工事 

    中止等期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、 

一般管理費等の対象とする。 

 また、増加費用は当該工事の設計書の中に「中止等期間中の現場維持用の費用」とし 

て、原契約の請負工事費とは別に計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※一般管理費等は一時中止等に伴う本支店における増加費用を含む 

 

 

工事原価 

工事価格 

消費税等相当額 

間接工事費 

共通仮設費 

請負工事費 一般管理費等※ 

中止期間中の現場維持等の費用 

＋ 

工期短縮により増加する費用 

（工期短縮を行う場合） 

現場管理費 

純工事費 

直接工事費 
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（４）－２ 建築・設備工事 

    一時中止期間中の現場維持等に要する費用は、原契約の請負工事費とは別に計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ※一般管理費等は一時中止に伴う本支店における増加費用を含む 

 

（５）増加費用の積算 

（５）－１ 土木工事 

    中止等期間３ヶ月以内の工事の増加費用は次に示す標準積算とし、中止等期間３ヶ月

を越える場合道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準

積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積りをもとめ、受発注者間で協議

を行い増加費用を算定する。 

  ① 標準積算により算定する場合、中止等期間中の現場維持管理等に要する費用として積

算する内容は、以下の積上げ項目及び率項目とする。 

   １) 積上げ項目 

     直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力

等料金、機械経費で現場維持等に要する費用で、次の内容とする。 

        ア 直接工事費に計上された材料（期間要素を考慮した材料）及び仮設費に計上され 

     た仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用 

    イ 直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における項目で現場維持等に要する 

費用 

   ２) 率で計上する項目 

     中止等に伴い増加する費用のうち、現場経費で算定する内容は、次のとおりとする。 

    ア 運搬費の増加費用 

      現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場へ再投入に要する費

用及び大型機械類等の現場内小運搬 

    イ 安全費の増加費用 

      工事現場の維持に要する費用（保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の

保安管理に要する費用） 

直接工事費 

準工事費 

工事原価 

工事価格 

消費税等相当額 

共通費 現場管理費 

共通仮設費 

一般管理費等 
請負工事費 

工事一時中止に伴う増加費 

工事現場の維持に要する費用 

工事体制の縮小に要する費用 

工事の再開準備に要する費用 

一般管理費等※ 
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ウ 役務費の増加費用 

      仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金 

    エ 営繕費の増加費用 

      現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用 

    オ 現場管理費の増加費用 

      現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要す

る費用 

 

  ② 中止等に伴う現場維持等に要する費用の算定は、以下の式により算出する 

      Ｇ ＝ dg × Ｊ＋ α 

       Ｇ；中止等期間中の現場維持等の費用（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

       dg；中止等に伴い増加する現場経費率（％ 小数点第４位四捨五入３位止め） 

       Ｊ；対象額（中止等時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000未満切り捨て） 

       α；積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

 

    【中止等に伴い増加する現場経費率（dg）】 

 

               Ｊ                      Ｊ       （Ｎ×Ｒ×100） 

     dg ＝ Ａ{（          ）
B
 － （         ）

B
 } ＋  

            a × Ｊ
b
 ＋ Ｎ       a × Ｊ

b
         Ｊ 

       dg；中止等に伴い増加する現場経費率（％ 小数点第４位四捨五入３位止め） 

       Ｊ；対象額（中止等時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000未満切り捨て） 

       Ｎ；中止等日数（日）（ただし部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数） 

       Ｒ；公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

       Ａ； 

       Ｂ； 

       ａ； 

       ｂ； 

  

  

工種ごとに決まる係数（別表－１） 
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別
表

－
１

 工
種

区
分

 

係
数

 
A
 

係
数

 
B
 

係
数

a
 

係
数

b
 

一
般

交
通

 

影
響

無
し

 
大

都
市

(
2
)
 

一
般

交
通

 

影
響

有
り

(
1
)
 

一
般

交
通

 

影
響

有
り

(
2
)
 

市
街

地
 

(
D
I
D
 
補

正
)
 

山
間

僻
地

 

及
び

離
島

 

一
般

交
通

 

影
響

無
し

 
大

都
市

(
2
)
 

一
般

交
通

 

影
響

有
り

(
1
)
 

一
般

交
通

 

影
響

有
り

(
2
)
 

市
街

地
 

(
D
I
D
 
補

正
)
 

山
間

僻
地

 

及
び

離
島

 

河
川

工
事

 
19

01
.4

 
－

 
21

16
.7

 
21

04
.1

 
21

04
.1

 
19

39
.0

 
-0

.3
28

4 
－

 
-0

.3
27

5 
-0

.3
28

0 
-0

.3
28

0 
-0

.3
26

9 
13

.3
99

9 
0.

16
15

 

河
川

・
道

路
構

造
物

工
事

 
41

0.
4 

－
 

45
3.

5 
45

2.
4 

45
2.

4 
41

3.
5 

-0
.2

01
9 

－
 

-0
.2

00
4 

-0
.2

01
2 

-0
.2

01
2 

-0
.1

99
4 

1.
09

55
 

0.
30

57
 

道
路

改
良

工
事

 
78

.9
 

－
 

87
.2

 
87

.0
 

87
.0

 
79

.4
 

-0
.0

71
4 

－
 

-0
.0

69
8 

-0
.0

70
6 

-0
.0

70
6 

-0
.0

68
8 

2.
47

22
 

0.
26

11
 

鋼
橋

架
設

工
事

 
47

60
.3

 
58

19
.2

 
53

07
.1

 
52

71
.4

 
53

07
.1

 
48

67
.7

 
-0

.3
80

5 
-0

.3
79

3 
-0

.3
79

6 
-0

.3
80

1 
-0

.3
79

6 
-0

.3
79

1 
8.

98
50

 
0.

20
36

 

Ｐ
Ｃ

橋
工

事
 

12
38

.0
 

－
 

14
36

.8
 

13
99

.1
 

13
99

.1
 

13
51

.0
 

-0
.2

88
4 

－
 

-0
.2

90
7 

-0
.2

89
5 

-0
.2

89
5 

-0
.2

92
1 

0.
53

48
 

0.
33

94
 

橋
梁

保
全

工
事

 
33

93
.5

 
－

 
39

79
.5

 
38

55
.9

 
43

18
.8

 
37

64
.5

 
-0

.3
45

5 
－

 
-0

.3
48

5 
-0

.3
47

0 
-0

.3
48

3 
-0

.3
50

4 
1.

62
60

 
0.

28
38

 

舗
装

工
事

 
92

3.
0 

13
31

.5
 

11
62

.5
 

10
87

.6
 

12
54

.4
 

11
49

.1
 

-0
.2

72
5 

-0
.2

83
7 

-0
.2

80
7 

-0
.2

76
7 

-0
.2

80
1 

-0
.2

85
8 

0.
78

17
 

0.
31

47
 

共
同

溝
等

工
事

(
1
)
 

21
3.

2 
－

 
24

7.
5 

24
1.

0 
24

1.
0 

23
2.

8 
-0

.1
45

5 
－

 
-0

.1
48

0 
-0

.1
46

8 
-0

.1
46

8 
-0

.1
49

6 
0.

46
78

 
0.

35
98

 

共
同

溝
等

工
事

(
2
)
 

31
4.

1 
－

 
36

3.
9 

35
4.

7 
35

4.
7 

34
1.

7 
-0

.1
83

3 
－

 
-0

.1
85

2 
-0

.1
84

3 
-0

.1
84

3 
-0

.1
86

5 
0.

01
42

 
0.

53
99

 

ト
ン

ネ
ル

工
事

 
10

70
.6

 
－

 
13

31
.2

 
12

53
.2

 
12

53
.2

 
13

06
.0

 
-0

.2
61

9 
－

 
-0

.2
68

5 
-0

.2
65

2 
-0

.2
65

2 
-0

.2
72

6 
0.

11
18

 
0.

41
94

 

砂
防

・
地

す
べ

り
等

工
事

 
27

5.
1 

－
 

28
8.

4 
29

5.
3 

29
5.

3 
25

4.
5 

-0
.1

79
7 

－
 

-0
.1

73
8 

-0
.1

76
7 

-0
.1

76
7 

-0
.1

70
0 

0.
14

22
 

0.
41

32
 

道
路

維
持

工
事

 
30

3.
5 

36
3.

4 
33

3.
4 

33
3.

6 
36

3.
7 

30
2.

7 
-0

.1
65

3 
-0

.1
62

8 
-0

.1
63

4 
-0

.1
64

3 
-0

.1
63

6 
-0

.1
62

3 
1.

68
40

 
0.

28
98

 

河
川

維
持

工
事

 
63

5.
1 

－
 

69
7.

2 
69

7.
9 

69
7.

9 
63

3.
0 

-0
.2

40
6 

－
 

-0
.2

39
1 

-0
.2

39
9 

-0
.2

39
9 

-0
.2

38
1 

8.
03

10
 

0.
21

14
 

下
水

道
工

事
(
1
)
 

10
3.

2 
13

3.
3 

11
9.

9 
11

6.
7 

11
6.

7 
11

2.
6 

-0
.0

94
1 

-0
.0

97
5 

-0
.0

96
6 

-0
.0

95
4 

-0
.0

95
4 

-0
.0

98
1 

0.
51

92
 

0.
34

72
 

下
水

道
工

事
(
2
)
 

28
2.

4 
33

3.
1 

30
6.

7 
30

8.
7 

30
8.

7 
27

6.
7 

-0
.1

81
1 

-0
.1

77
0 

-0
.1

78
1 

-0
.1

79
6 

-0
.1

79
6 

-0
.1

76
3 

1.
13

16
 

0.
30

60
 

下
水

道
工

事
(
3
)
 

36
6.

6 
－

 
42

2.
5 

41
2.

8 
41

2.
8 

39
5.

6 
-0

.1
89

1 
－

 
-0

.1
91

6 
-0

.1
90

4 
-0

.1
90

4 
-0

.1
93

2 
2.

70
78

 
0.

25
89

 

下
水

道
工

事
(
4
)
 

18
6.

2 
22

5.
2 

20
6.

0 
20

5.
4 

20
5.

4 
18

8.
0 

-0
.1

41
9 

-0
.1

40
4 

-0
.1

40
8 

-0
.1

41
4 

-0
.1

41
4 

-0
.1

40
1 

0.
68

05
 

0.
32

02
 

公
園

工
事

 
64

3.
6 

－
 

71
5.

1 
71

1.
5 

71
1.

5 
65

4.
3 

-0
.2

23
5 

－
 

-0
.2

22
9 

-0
.2

23
2 

-0
.2

23
2 

-0
.2

22
5 

13
.5

71
4 

0.
17

39
 

電
線

共
同

溝
工

事
 

26
6.

2 
32

0.
4 

29
3.

4 
29

3.
1 

32
0.

0 
26

7.
2 

-0
.1

54
0 

-0
.1

51
0 

-0
.1

51
8 

-0
.1

52
9 

-0
.1

52
0 

-0
.1

50
4 

0.
00

35
 

0.
61

65
 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

工
事

 
13

38
.5

 
－

 
15

23
.7

 
14

98
.7

 
14

98
.7

 
14

13
.4

 
-0

.2
88

0 
－

 
-0

.2
88

1 
-0

.2
88

1 
-0

.2
88

1 
-0

.2
88

1 
3.

66
07

 
0.

22
49

 

※
大

都
市

（
1）

の
該

当
は

な
し
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（５）－２ 建築・設備工事 

   ① 一時中止に伴い設計図書の変更を行った場合の材料、直接労務費及び直接経費に係 

る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により対応する。 

なお、設計変更を行う場合、工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）を理由とし 

た工期を延伸する期間は、共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期（Ｔ）に 

含めない。 

   ② 工事中止期間中の工事現場の維持等に要する費用は、基本計画書に基づき実施され 

た内容について受注者から増加費用に係る見積りを求め、発注者と受注者が協議を行 

い算定する。 

 ただし、中止期間中の現場維持等の費用として積上げる内容に、仮囲い等の仮設、交 

通誘導警備員等の原契約の予定価格の作成時に積上げで算定したものについては、原 

契約時の積算の方法により積上げ計上する。 

   ③ 工事の一時中止に伴う本支店における増加費用は、中止期間中の現場維持費等の費 

用を当初発注工事内に含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費 

等を控除した額とする。 
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（５）－３ 増加費用の費目と内容 

    積上げ積算に係る増加費用の費目と内容は次のとおりとする。 

区分 費  目 内    容 

増
加
費
用 

現
場
に
お
け
る
増
加
費
用 

直
接
工
事
費
目 

ア 材料費 ①材料の保管費用 

②他の工事現場へ転用する材料の運搬費 

③直接工事費に計上された材料の損料等 

イ 労務費 ①工事現場の維持に必要な労務費（中止後の労務費はトンネル・潜

函工などの特殊技能工の確保以外は計上しない） 

②他職種に転用した場合の労務費差額 

ウ 水道光熱電力等料金 ①工事現場に設置済みの施設を工事現場の維持のため、発注者が指

示しあるいは受発注者間協議により中止期間中稼動させるため

に要する費用 

エ 機械経費 ①工事現場に在置する機械費用 

オ 仮設費 ①仮設諸機材の損料 

②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に

要する費用 

間
接
工
事
費
目 

カ 運搬費 ①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 

②大型機械類等の現場内運搬費 

キ 準備費 ①別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充

てる通常の準備範囲を超える工事現場の後片付け、再開準備のた

めの諸準備・測量等で、発注者が指示あるいは受発注者間協議に

より発注者が必要と認めたものに係る準備費用 

ク 事業損失防止施設費 ①仮設費に準じて積算した費用 

ケ 安全費 ①既存の安全設備に係る費用 

②新たな工事現場の維持等に要する安全費用 

コ 役務費 ①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料 

②電力水道等の基本料 

サ 技術管理費 原則として計上しない 

シ 営繕費 ①現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に

要する費用 

ス 労務者輸送費 ①工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させる

労務者を一括通勤させるための通勤費用 

セ 社員等従業員給料手当 ①元請・下請会社の現場常駐の従業員に支給する給料手当 

②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に

縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当 

③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、常駐

する従業員に支給する給料手当 

④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料

手当 

ソ 労務管理費 ①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 

②解雇・休業手当を払う場合の費用 

タ 地代 ①現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等と

して現場管理費率に計上されている費用の中止期間中の費用 

チ 福利厚生費等 ①現場管理費のうち、現場従業員に係る退職金・福利厚生費・通信

交通費として現場管理費率に計上されている費用の中止期間中

の費用 

本支店における増加費用 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店にお

ける費用 

消費税等相当額 現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用 

※ 内容詳細については、「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法」の改定について（令和３

年２月22日 国官技第286号の3）参照 

  

 



４ 資 料 

 

 （１）札幌市建設工事請負契約約款（抜粋） 

 

 （２）施工条件の明示項目及び明示事項 

 

 （３）「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法」の改定について 

    （令和３年 2 月 22 日 国官技第 286 号の３） 

 

 （４）工事の一時中止に係る様式 

 

 

 

  



（１）札幌市建設工事請負契約約款（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊

の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以

下同じ。）を履行しなければならない。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」と

いう。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任

において定める。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならな

い。 

 

（条件変更等） 

第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優 

先順位が定められている場合を除く。）。 

⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。 

⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為 

的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ 

たこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会い

に応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が

あるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に

通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、

あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 発注者は、前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると

認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（工事用地等の確保） 

第１6 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下

「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがある

ときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設計図書の変更） 

第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計

図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工

期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

（工事の中止） 

第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって

受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の

状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止

内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通

知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維

持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第 22 条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の

責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理

由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工

期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注

者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他

の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見

込まれる日数等を考慮しなければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（工期の変更方法） 

第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの

とする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 22 条の場合にあっては、発注者が工

期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。 

 

（請負代金額の変更方法等） 

第 25 条 発注者は、請負代金額を変更するときは、原請負代金額から原請負代金額に 110 分の 10

を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）を控除した額に新

設計金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額を乗じ原設計金額から消費税及び地方

消費税相当額を控除した額で除して得た額（1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り捨てることができる。）に、1.10 を乗じて得た額を新請負代金額として受注者に通知する。た

だし、特にこれによりがたい場合は、請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議し

て定めるものとし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。 

２ 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知

しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 第 19 条、第 20 条、前条、この条第１項及び第 26 条の規定により変更が行われる場合におい

て、受注者は発注者の指定する期間内に請書を提出しなければならない。 

４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が

負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（臨機の措置） 

第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を聴

かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければな

らない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機

の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した

費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分

については、発注者が負担する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 31 条 発注者は、第８条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条か

ら第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担す

べき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代

えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受

注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発

注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけれ

ばならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた

日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 50 条 受注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

 (1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月

を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 



（２）施工条件の明示項目及び明示事項 

 

【土木工事の明示項目及び明示事項】 

 関連通知；国官技第369号 平成14年3月28日 

（土木工事） 

明示項目 明示事項 

工 程 関 係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響があ

る場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時

期、施工時間及び施工方法 

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及び

その協議内容、成立見込み時期 

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響

がある場合は、その項目及び影響範囲 

５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 

６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目

及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 

７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 

用 地 関 係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 

２．工事用地等の使用終了後における復旧内容 

３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、使用

条件、復旧方法等 

４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤ－ドとして官有地等及び発注者が借り上

げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 

公 害 関 係 １．工事に伴う公害防止（騒音，振動，粉塵，排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・

設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容，期間 

３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設，処理条

件等） 

４．工事の施工に伴って発生する騒音，振動，地盤沈下，地下水の枯渇等、電波障害等に

起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に

防止するために必要な調査方法、範囲等 

安全対策関係  １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容，期間 

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と、近接する工事での施工方法、作業時間等

に制限がある場合は、その内容 

３．落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施設が必要な場合は、その内容 

４．交通誘導警備員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合、

または発破作業等に制限がある場合は、その内容 

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 

工事用道路関係 １．一般道路を搬入路として使用する場合 

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経

路、期間、時間帯等 

(2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 

２．仮道路を設置する場合 

(1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 

(2) 仮道路の工事終了後の処置（存置または撤去） 

(3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 



（土木工事） 

明示項目 明示事項 

仮 設 備 関 係 １．仮土留，仮橋，足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場

合は、その内容、期間、条件等 

２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 

建設副産物関係 １．建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の

処分及び保管条件 

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件 

なお、再資源化処理施設または最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、

時間等の処分条件 

工事支障物件等 １．地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障

物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 

２．地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等 

薬液注入関係  １．薬液注入を行う場合は、設計条件，工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔

延長及び注入量、注入圧等 

２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 

そ の 他 １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、

保管方法等 

２．工事現場発生品がある場合は、その品名，数量，現場内での再使用の有無、引き渡し

場所等 

３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格または性能、引渡場

所、引渡期間等 

４．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 

５．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 

６．工事用電力等を指定する場合は、その内容 

７．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 

８．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 

９．給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 

 

  



【建築・設備工事の明示項目及び明示事項】 

 関連通知；国営計第24号 平成14年5月20日 

（建築・設備工事） 

明示項目 明示事項 

工 程 関 係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響があ

る場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期 

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時

期，施工時間及び施工方法 

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及び

その協議内容並びに成立見込み時期 

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響があ

る場合は、影響を受ける部分及び内容 

５．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目

及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 

６．設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 

用 地 関 係 １．施工のための仮用地等として施工者に、官有地等を使用させる場合は、その場所、範

囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 

公 害 関 係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止）のため、施工方法、建設

機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 

２．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場

合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分

とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 

安全対策関係  １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間

等に制限がある場合は、その内容 

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 

４．交通誘導警備員の配置を指定する場合、その内容 

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 

工事用道路関係 １．一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経

路、期間、時間帯等 

(2) 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 

２．仮道路を設置する場合 

(1) 仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置 

仮 設 備 関 係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場

合は、その内容、期間、条件等 

２．仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施

工範囲 

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 

建設副産物関係 １．建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き場所までの距離等及び処分又

は保管条件 

２．建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その内容 

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法，処理場所等の処理条件 

なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離等の

処分条件 

 

 



（建築・設備工事） 

明示項目 明示事項 

工事支障物件等 １．地上，地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、

支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 

２．地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、その工事内容、

期間等 

排 水 関 係 １．排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理

の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用 

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 

薬液注入関係  １．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔

延長及び注入量、注入圧等 

２．周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 

そ の 他 １．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡場所  

 等 

２．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、

引渡期間等 

３．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 

４．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 

５．工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 

６．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 

７．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料（３）

















 

（４）工事の一時中止に係る様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式１】 

○○○第   号 

  年  月  日 

 

財政局管財部長 様 

 

（工事担当部長）    

 

工事の（全部又は一部）一時中止について（依頼） 

 

 下記工事について、工事の一時中止をいたしたく、事務手続きについてよろしくお取

り計らい願います。 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

２ 工 事 名 

 

３ 請 負 人 

 

４ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

５ 中止理由 

 

６ 中止内容 

 (1) 中止する工事の工種等 

 

 (2) 中止する工事区域 

 

 (3) 一時中止の予定期間      年  月  日から    年  月  日 

 

 

 

 

 

※ 工事担当課→契約管理課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式２】 

○○○第   号 

  年  月  日 

 

（受注者名） 様 

 

札幌市長         

 

工事の（全部又は一部）一時中止について（通知） 

 

 札幌市建設工事請負契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、下記のとおり通

知します。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

３ 中止理由 

 

４ 中止内容 

 (1) 中止する工事の工種等 

 

 (2) 中止する工事区域 

 

 (3) 一時中止の予定期間      年  月  日から    年  月  日 

 

 (4) 基本計画書の提出 

   中止期間中における工事現場の維持管理に関する基本計画書を様式３と共に工事担

当課に提出し、承諾を得ること。なお、基本計画書は任意の様式とする。 

 

 

 

 

 

※ 契約管理課→受注者 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式３】 

 

  年  月  日 

 

札幌市長   様 

 

（受注者名）      

 

工事現場の維持管理に関する基本計画書の提出について 

 

     年  月  日付で工事の一時中止の通知があった下記工事について、基本

計画書を提出します。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

３ 一時中止の予定期間      年  月  日から    年  月  日 

 

４ 基本計画書 別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受注者→工事担当課 

 

基本計画書に記載する内容 

１ 中止時点における工事内容 

 (1) 中止する工種の出来高 

 (2) 職員の体制 

 (3) 労務者数 

 (4) 搬入材料 

 (5) 建設機械器具等 

２ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること 

３ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること 

４ 中止した工事現場の管理責任に関すること 

 ※  変更基本計画書は変更箇所のみの提出でよいものとする 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式４】 

○○○第   号 

  年  月  日 

 

財政局管財部長 様 

 

（工事担当部長）   

 

一時中止中の請負工事の再開について（依頼） 

 

     年  月  日付で一時中止した下記工事について、 年  月  日

より工事の再開をいたしたく、事務手続きについてよろしくお取り計らい願いま

す。 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

２ 工 事 名 

 

３ 請 負 人 

 

４ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

５ 一時中止の予定期間      年  月  日から    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 工事担当課→契約管理課 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式５】 

○○○第   号 

  年  月  日 

 

（受注者名） 様 

 

札幌市長        

 

請負工事の再開について（通知） 

 

     年  月  日付で一時中止した下記工事について、    年  月  日 

より再開されるよう通知します。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

３ 一時中止の予定期間      年  月  日から    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 契約管理課→受注者 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式６】 

 

   年  月  日 

 

札幌市長  様 

 

（受注者名）      

 

工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 

 

 下記工事の一時中止に伴う増加費用について、別に資料を添え提出します。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工  期      年  月  日から    年  月  日 

 

３ 中止期間      年  月  日から    年  月  日 

 

４ 増加費用             円 

 

  ※ 見積書、算定根拠資料を添付すること。（任意様式） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受注者→工事担当課 
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